
   上島町誘客向上及び販路開拓促進補助金交付要綱 

 (趣旨） 

第１条 この要綱は、観光旅行者等の誘客促進及び事業者の販路開拓促進を目

的として、事業者の積極的な PR による情報発信の強化や訪日外国人旅行者等

の受入環境整備のための経費の一部を予算の範囲内において補助金を交付す

ることについて、必要な事項を定めるものとする。 

 (補助対象者） 

第２条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。）は、町税等の

滞納がなく、町内で事業を営んでいる者又は公益性のある観光及び商工に関

する活動を行う団体であり、町内に事業の用に供する事務所、店舗、工場等を

置き、今後も町内で事業活動を行う者とする。 

２ 補助金の交付対象となる業種は、日本標準産業分類(令和５年総務省告示第

256 号）による産業に関する大分類の事業の製造業、卸売業、小売業、宿泊業、

飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業又は他に分類されないサービス

業とする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象

者から除く。 

(１) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第

122 号)第２条に定める風俗営業及びこれに類する営業を行う者 

(２) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７

号)第２条第２号から第６号までに規定する暴力団の構成員等に該当する者 

(３) 政治団体 

(４) 宗教上の組織又は団体 

(５) 国及び法人税法(昭和 40 年法律第 34 号)別表第１に規定する公共法人 

(６) その他補助金の趣旨及び目的に照らして適当でないと町長が判断する

者 

 (補助対象事業） 

第３条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。）は、次に

該当する者とする。 

 (１) 魅力発信 PR 事業 

 (２) イベント等への売込事業 

 (３) 受入体制強化事業 

２ 補助対象事業の実施期間は、交付申請の日が属する年度の範囲内で町が指

定する期間内とする。 



 (補助対象経費） 

第４条 補助金の交付対象となる経費は、別表に定めるものとし、汎用性が高く、

使用目的が補助対象事業の遂行に適さない経費は、対象外とする。 

２ 補助対象経費は、交付申請の日が属する年度の範囲内で町が指定する日ま

でに支払ったものとする。 

３ この補助制度以外の補助等を組み合わせて申請するときは、その補助金額

等を差し引いた額をこの補助金の補助対象経費とする。 

 (補助金の額） 

第５条 補助額は、第３条第１項の事業ごとに補助対象経費の２分の１の額と

し、それぞれの補助限度額は、別表に定める額とする。ただし、算出した額に

1,000 円未満の端数が生じるときは、切り捨てるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、限度額は、予算に定める額の範囲内とする。 

 (公募及び交付申請） 

第６条 補助を受ける者は、公募により募集するものとする。 

２ 補助を受けようとする者は、上島町誘客向上及び販路開拓促進補助金交付

申請書(様式第１号。以下「申請書」という。）に、関係書類を添えて、町長に

提出しなければならない。 

３ 第３条第１項の事業は、組み合わせて申請することができる。 

４ 既に交付決定を受けた事業は、2回目以降は申請することができない。 

 (補助金の交付決定）  

第７条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審

査し、補助金の交付の適否を決定し、申請者に対し、上島町誘客向上及び販路

開拓促進補助金交付(不交付）決定通知書(様式第２号）により通知するものと

する。 

２ 町長は、前項の場合において、必要な条件を当該申請者に対して付すること

ができる。 

 (補助対象事業の変更） 

第８条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付決定

を受けた事業について、次の各号のいずれかに該当する変更をしようとする

ときは、上島町誘客向上及び販路開拓促進補助金変更申請書(様式第３号。以

下「変更申請書」という。）に必要に応じて変更の内容が分かる書類を添えて、

あらかじめ町長に提出し、その承認を受けなければならない。 

(１) 補助金の額に変更があるとき。 



(２) 補助対象経費の 20パーセントを超える増減があるとき。 

(３) 事業内容の重要な変更があるとき。 

(４) その他やむを得ない事情による変更が生じるとき。 

２ 町長は、変更申請書を受理した場合は、その内容を審査し、変更が適当と認

めたときは、補助金の変更交付額を決定し、速やかに、申請者に対し、上島町

誘客向上及び販路開拓促進補助金変更交付決定通知書(様式第４号）により通

知するものとする。 

 (実績報告及び補助金の請求） 

第 9 条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに上島町誘客向上

及び販路開拓促進補助金実績報告書(様式第５号）及び上島町誘客向上及び販

路開拓促進補助金請求書(様式第６号）を町長に提出しなければならない。 

 (補助金の交付） 

第 10 条 町長は、前条の規定により実績報告書及び請求書を受理したときは、

その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を申請者に交付するものとす

る。 

 (補助金の交付決定の取消し） 

第 11 条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付

決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 (１) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(２) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は補助対象事業の実施 

について不正な行為をしたとき。 

 (３) 前２号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。 

２ 町長は、前項の規定による取消しを行った場合において、申請者に対し既に

補助金を交付しているときは、期限を定めて返還をさせることができる。 

 (その他） 

第 12 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 



別表(第 4条、第 5条関係） 

補助対象事業 補助対象経費 限度額 

魅力発信 PR

事業 

(1）パンフレット等の制作費 

(2）インターネット広告等の掲載費 

(3）ホームページ等の作成費 

(4）PRグッズ等の作成費 

10万円 

イベント等へ

の売込事業 

(1）物産展、イベント等への出展料 

(2）旅費及び運搬料 

(3）出展用の消耗品費及び備品購入費 

10万円 

受入体制強化

事業 

(1）訪日外国人の受入環境構築のための建物又

は設備の工事費 

(2）多言語サービス対応・強化に要する経費 

 (パンフレット及びホームページの作成費な

ど） 

(3）キャッシュレス決済機器の導入等の経費 

10万円 

 イベント等への売込事業については、町が参加するイベントに係る経費は補

助対象としない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号(第６条関係) 

 

上島町誘客向上及び販路開拓促進補助金交付申請書 

 

年 月 日 

 

上島町長 様 

 

(申請者）住所又は所在地 

屋号又は名称 

代表者名          

 

 

  上島町誘客向上及び販路開拓促進補助金の交付を受けたいので、上島町誘

客向上及び販路開拓促進補助金交付要綱第６条の規定により関係書類を添え

て申請します。 

 

記 

 

１．補助対象経費、補助金交付申請額及び実施予定期間 

 

該 当 

項目に 

✓ 
事業名 

対象経費 
(A） 

交付申請額 
(A)×1/2 

(千円未満切捨て） 

実施予定期間 

 
魅力発信 PR事業 
 

円 円    ～ 

 
イベント等への売

込事業 
円 円    ～ 

 
受入体制強化事業 
 

円 円    ～ 

 

２．添付書類 

(１)事業計画書 

(２)見積書の写し等(支出予定経費の明細が分かる書類) 

(３)町税等納付状況調査同意書 

(４)町税等を滞納していないことを証する書類(町内に居住していない場合) 

(５)上記のほか、補助対象事業の内容が分かる書類 



町税等納付状況調査同意書 

 

年 月 日 

 

上島町長 様 

 

(申請者）住所又は所在地           
屋号又は名称            

代表者名          

 

 私は、上島町誘客向上及び販路開拓促進補助金の交付申請に必要となる町税

等の下記の納付状況について、調査されることに同意します。 

 

記 

 

個人の場合 … 申請者の世帯全員 

法人の場合 … 法人及び法人の代表者の世帯全員 

 

(以下、町記入欄） 

 

担当課 費目 担当課記入欄 確認印 

住民課 

住民税又は法人住民税 有  無  

固定資産税 有  無  

国民健康保険税 有  無  

後期高齢者医療保険料 有  無  

軽自動車税 有  無  

保育料 有  無  

健康推進課 介護保険料 有  無  

公営事業課 上下水道料金 有  無  

教育委員会 給食費 有  無  

企画情報課 CATV 使用料 有  無  

 



様式第２号(第７条関係) 

 

上島町誘客向上及び販路開拓促進補助金交付(不交付）決定通知書 

 

年 月 日 

          様 

上島町長  

 

年 月 日付けで申請のあった上島町誘客向上及び販路開拓促進補助金の交

付については、次のとおり決定したので、上島町誘客向上及び販路開拓促進補助

金交付要綱第７条第１項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 交付します。 

(１)補助対象事業 

該 当 

項目に 

✓ 
事業名 交付決定額 

 
 

魅力発信 PR事業 円 

 
 

イベント等への売込事業 円 

 
 

受入体制強化事業 円 

 

(２)交付決定条件 

 ・この補助金は、本補助対象事業の目的以外に使用してはならない。 

 ・事業内容の重要な変更等をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を

受けなければならない。 

 ・補助対象事業完了後、速やかに実績報告書を提出すること。 

 

２ 交付しません。 

 

 事業名                       

交付しない理由                   

 



様式第３号(第８条関係) 

 

上島町誘客向上及び販路開拓促進補助金変更申請書 

年 月 日 

 

上島町長 様 

(申請者）住所又は所在地           
屋号又は名称            

代表者名          

 

 年 月 日付け  第 号により補助金の交付決定を受けた補助対象事業

について変更したいので、上島町誘客向上及び販路開拓促進補助金交付要綱第

８条第１項の規定により変更申請します。 

記 

 

１．交付決定通知額 

補助対象経費          円(事業内訳：              ） 

交付決定額           円(事業内訳：              ） 

２．変更する理由 

 

 

３．変更の内容 

 

 

４．変更後の補助対象経費及び補助申請額 

該 当 

項目に

✓ 

事 業 名 
補助対象経費 

(A） 

補助額 
(A)×1/2 

(千円未満切捨て） 

 魅力発信 PR事業   

 イベント等への売込事業   

 受入体制強化事業   

合   計   

 

 

５．添付書類 

 ・見積書等の写し(変更に係る支出予定経費の明細が分かる書類) 

 ・上記のほか、変更の内容が確認できるもの 

 



様式第４号(第８条関係) 

 

上島町誘客向上及び販路開拓促進補助金変更交付決定通知書 

 

年 月 日 

 

 

      様 

上島町長  

 

年 月 日付けで変更申請のあった上島町誘客向上及び販路開拓促進補助金

については、次のとおり変更交付額を決定したので、上島町誘客向上及び販路

開拓促進補助金交付要綱第８条第２項の規定により通知します。 

 

記 

 

１．補助対象事業 

該 当 

項目に

✓ 
事 業 名 

補助対象経費 
(A） 

補助額 
(A)×1/2 

(千円未満切捨て） 

 魅力発信 PR事業   

 イベント等への売込事業   

 受入体制強化事業   

合   計   

 

２．変更の内容 

 

 

３．変更前及び変更後の補助金の交付決定額 

(１）変更前交付決定額         円 

(２）変更後交付決定額         円 

 

 

 

 

 

 



様式第５号(第９条関係) 

 

上島町誘客向上及び販路開拓促進補助金実績報告書 

 

年 月 日 

 

上島町長 様 

(申請者）住所又は所在地           

屋号又は名称            
代表者名          

 

年 月 日付け  第 号により補助金の交付決定を受けた補助対象事業に

ついて、上島町誘客向上及び販路開拓促進補助金交付要綱第９条の規定により

その実績を、関係書類を添えて報告します。 

 

記 

 

１．補助対象経費実績額及び補助実績額 

該 当 

項目に

✓ 
事 業 名 

補助対象経費 
実績額 
(A） 

補助実績額 
(A)×1/2 

(千円未満切捨て） 

 魅力発信 PR事業   

 イベント等への売込事業   

 受入体制強化事業   

合   計   

 

 

２．添付資料 

 ・補助対象経費の内訳書 

 ・領収書の写し等(支出経費の明細が分かる書類) 

・事業の成果が分かる写真 

 ・上島町誘客向上及び販路開拓促進補助金請求書(様式第６号） 

 

 

 



補助対象経費の内訳書 

 

補助対象経費の内訳(実績) 

 事業内容 補助対象経費 

魅力発信 PR 事業 

 

イベント等への売込事業 

 

受入体制強化事業 

 円 

 

円 

 

円 

 

 

合計 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号(第９条関係) 

 

上島町誘客向上及び販路開拓促進補助金請求書 

 

年 月 日 

 

上島町長 様 

(申請者）住所又は所在地           

屋号又は名称            
代表者名          

 

上島町誘客向上及び販路開拓促進補助金交付要綱第９条の規定により、下記

のとおり請求します。 

 

記 

 

１．補助金請求額 

 

事業名                    

 

補助金請求額    金          円 

 

２．補助金振込先 

 

金融機関名 

 

 支店名  

口座種別  口座番号  

 

フリガナ  

 

口座名義人  

  ※振込先の通帳等の写しを添付すること。 

 

 


